
【事後報告①】 

 

ナラ枯れのコナラ伐採･燻蒸処理 

 

二ノ丸にあるコナラについて、短い期間で木全体の葉がすべて枯れ、フラス（木

くず等）も見られることから、樹木医によりナラ枯れと診断されました。放置した

場合、周辺の樹木にナラ枯れが拡散する恐れがあったため、樹木伐採の合意形成ル

ール「緊急かつ危険な場合」に該当することから、令和 6年 9月 6日に、伐採･燻

蒸処理し、数週間後に焼却処分しました。 

 

＜ナラ枯れの状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜位置図＞ 
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【資料７】



【事後報告②】 

 

子どもの村東の園路での倒木処理 

 

令和 6年 8月 8日(木)早朝、子どもの村東の園路にて倒木を確認しました。根がほ

とんど張っていない状態で支えきれず倒伏したと思われ、園路を塞いでおり、隣の木

の幹も一緒になぎ倒している状態で危険なため、樹木伐採の合意形成ルール「緊急か

つ危険な場合」に該当することから、伐採･剪定しました。 

 

＜倒木の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜位置図＞ 
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【事後報告③】 

 

倒木の恐れのある枯木の伐採について 

 

県立図書館南西の園路の北側斜面に、幹がキノコに覆われている木を発見したた

め、令和 6年 12月 3日に樹木医と現地確認しました。樹木医の診断によると、幹及

び下枝に腐朽･空洞等が存在し、園路側に傾いていることから、暴風雨･強風等によ

り幹折れ･枝折れし、園路上に落下する危険があると判断されました。 

合意形成ルールの「緊急かつ危険な場合」に該当することから、12月 20日に伐採

処理しました。 
 

＜樹木の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜位置図＞ 
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【事前説明◇ＨＰ等での意見聴取(案)】 

枯木等の伐採について 

 

以下の樹木①～⑭について、今後、伐採等を予定しておりますので、ご意見等がございまし

たら、令和７年○月○日までに、明石公園（078-912-7600）までご連絡ください。 

 

１ 伐採理由 

以下の①～④と⑥～⑭は、葉がなくキノコが生えている等、枯れている状態で、⑤は 

幹が縦に裂けている状態であるため、「日常の維持管理」として伐採する。（樹木医確認済） 

 

２ 枯木等位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 枯木等の状況（目印：黄色テープ） 

①10号トイレ北Ａ      ②10号トイレ北Ｂ      ③障害者専用駐車場入口 
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明石市立 

市民病院 
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④テニスコート南散策路Ａ  ⑤テニスコート南散策路Ｂ  ⑥テニスコート南散策路Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦県営駐車場北西の散策路  ⑧喜春橋北         ⑨⑩喜春橋南東の散策路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪図書館南西の園路     ⑫図書館南西の散策路    ⑬⑭市民病院との境界 
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あさぎり寮跡地の伐採木の処理について 

 

【チップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【薪】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【未処理】 
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